
和歌山市企業局建設工事等暴力団排除に関する措置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、和歌山市企業局が発注する建設工事等（建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）第２条第１項に規定する建設工事及び建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の業務

をいう。以下同じ。）の適正な履行の確保に資するため、本市企業局が発注する建設工事等か

ら暴力団の介入を排除する措置について必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

（２）暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

（３）暴力団関係者 暴力団及び暴力団員に協力し、関与する等これと交わりをもつ者をいう。 

（４）暴力団員等 前３号に掲げる者のほか、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者及び違法な又は社会的相当性を欠く要求をする者をいう。 

（５）不当介入 本市企業局が発注する建設工事等契約相手方（以下「受注者」という。）に対

して行われる契約の履行に関する不当要求（応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず

行われる要求をいう。）及び妨害をいう。 

 （照会） 

第２条の２ 和歌山市公営企業管理者（以下「管理者」という。）は、暴力団を排除するための 

必要な措置を講ずるため、必要があると認めるときは、競争入札参加資格を有する業者（以下 

「有資格業者」という。）及び競争入札参加資格の審査申請を行った業者が暴力団関係者等に 

該当するか否かについて、和歌山市が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定書第４ 

条第１項の規定により警察に照会することができる。 

（指名停止） 

第３条 管理者は、有資格業者が別表第１及び別表第２の各号（以下「別表各号」という。）に

掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、和歌山市企業局建設工事等暴力団排除

対策委員会（以下「委員会」という。）の審議を経て同表に定める期間、当該有資格業者に対

し指名停止を行うものとする。ただし、緊急を要する事案又は内容の軽易な事案については、

第８条第１項に掲げる者に書類を回議して、委員会の審議に代えることができる。 

（指名停止の期間の特例） 

第３条の２ 有資格業者が同一と認められる事案により別表各号に掲げる措置要件のうち複数の

ものに該当したときは、当該措置要件に定める指名停止の期間のうち最も長いものを適用する。 

２ 指名停止の期間中の有資格業者が、別表各号の措置要件に該当することとなった場合におけ

る当該指名停止の期間の始期は、その措置を決定したときとする。この場合においては、当該

指名停止の通知についても、第４条の規定に基づいて、別途行うものとする。 

３ 有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に係る指名停止の期間中又は指名停止の期間満了後

３年を経過するまでの間に、再びこれらの措置要件のいずれかに該当することとなった場合に

おける指名停止の期間は、それぞれ別表各号に定める期間の２倍の期間とする。 

４ 管理者は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるときは、指名停止の期間

をそれぞれ別表各号に定める期間の２分の１まで短縮することができる。 

５ 管理者は、有資格業者について、極めて悪質な事由又は極めて重大な結果を生じさせたと認

められる特別の事由等がある場合は、別表各号に定める期間の範囲にかかわらず、別に指名停



止の期間を定めることができる。ただし、その期間は２年を超えないものとする。 

６ 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて

悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の

期間を変更することができる。 

（指名停止の通知） 

第４条 管理者は、前条の規定により指名停止を行ったときは、当該有資格業者に対しその旨を

通知するものとする。 

（下請負の禁止） 

第５条 管理者は、第３条の規定に基づく指名停止の期間中の有資格業者が本市企業局発注の建

設工事等に係る下請負をすることを認めないものとする。 

（不当介入に対する措置） 

第６条 受注者は、本市企業局が発注する建設工事等の履行に当たって、暴力団員等による不当

介入を受けたときは、その旨を直ちに本市企業局へ報告するとともに、所轄の警察に通報及び

捜査上必要な協力（以下「通報等」という。）をしなければならない。 

２ 管理者は、前項の報告を受けたときは、当該受注者に対し工程の調整、工期の延長等の必要

な措置を講ずるものとする。 

（委員会の設置及び審議） 

第７条 本市企業局に第３条に規定する指名停止について審議を行うため、和歌山市企業局建設

工事等暴力団排除対策委員会を置く。 

（委員会の組織） 

第８条 委員会は委員長及び委員によって組織し、委員長は企業局長をもって充て、委員は経営

管理部長、契約課長、契約課副課長及び契約課工事施行調査専門員の職にある者をもって充て

る。 

２ 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を処理する。 

３ 委員長に事故がある場合は、経営管理部長がその職務を代理する。 

４ 委員長は、会議を開催するときは委員のほか、関係すると認められる部署の部長及び課長を

審議に参加させなければならない。 

５ 委員会は、警察の意見を聴くものとする。 

６ 委員会の事務を補助するため、事務局を契約課に置く。 

（情報の入手及び事案の確認） 

第９条 委員会は、警察と密接な連携のもとに運営するものとする。 

２ 委員会は、警察以外の関係官庁その他の機関から暴力団に関する情報の提供があったときは、

警察にその確認を求めるものとする。 

（守秘義務） 

第１０条 委員会の構成員及び関係職員は、委員会に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。 

   附 則 

この要綱は、昭和６２年１２月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年６月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２３年１２月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

措 置 事 由 期 間 

１ 有資格業者又は有資格者が法人である場合は役員、支

配人又は支店若しくは営業所の代表者、個人の場合は支

配人及び支店若しくは営業所の代表者（以下「有資格業

者の役員等」という。）が暴力団関係者であるとき、又

は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与して

いると認められるとき。 

 

２ 有資格業者、有資格業者の役員等が、自社、自己若し

くは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利

用していると認められるとき。 

 

３ 有資格業者、有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力

団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

 

４ 有資格業者、有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団

関係者と密接な関係を有していると認められるとき、ま

た、社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

 

５ 有資格業者、有資格業者の役員等が暴力団関係者であ

ることを知りながら、これを不当に利用していると認め

られるとき。 

 

当該認定をした日から１年を経

過し、かつ、改善されたと認め

られるまで 

 

 

 

 

当該認定をした日から６か月を

経過し、かつ、改善されたと認

められるまで 

 

 

当該認定をした日から６か月を

経過し、かつ、改善されたと認

められるまで 

 

 

当該認定をした日から６か月を

経過し、かつ、改善されたと認

められるまで 

 

 

当該認定をした日から６か月を

経過し、かつ、改善されたと認

められるまで 

 

 

別表第２（第３条関係） 

措 置 事 由 期 間 

本市企業局が発注する建設工事等に関し、暴力団員等か

ら不当介入を受けたにもかかわらず市企業局に報告せず、

又は所轄の警察に通報等をしなかったとき。 

 

当該認定をした日から３か月 

 

 


